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研究成果の概要(和文)： JA 出資法人は全国の 21.9％の JA が関与し、農業法人経営の最先頭

を行く規模を実現していて、地域農業の「最後の守り手」となっている。法人経営は黒字の割

合が 70％弱に達するものの、役職員の報酬・賃金水準が地域の JA のそれ以上の割合が 1/3 程

度に止まる現実の背後には周年就業が達成されていない問題がある。しかし、大規模経営にお

いては一部に、〔米＋麦・大豆二毛作〕型大規模水田農業によって周年就業が達成されており、

日本の水田農業経営の新たな可能性が示された。 

 

 

研究成果の概要（英文）：The newest phase of development of agricultural production legal 

person in two legal forms( those invested by JA and normal legal person) was clarified 

through the two nationwide questionnaire operated in 2008 and 2009. Legal persons have 

the core position in Japanese agriculture today. Through individual research of legal 

persons it was clarified that full-time engagement was already realized in the big farms 

such as paddy farming with rice and wheat-soybean rotation. This means the further 

possibility of Japanese rice production.  
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１．研究開始当初の背景 

農業生産法人をめぐる議論は愛媛県のミ

カン農家の税金問題に端を発し、主に農地法

との関連で制度論として議論されてきた。   

本研究は農業法人の性格の究明を目的と

するものではあるが、こうした制度論、特に

農地制度との関係を扱うものではない。むし

ろ、米政策改革から経営所得安定対策への移

行という戦後農政の一大転換期に急ピッチ

で設立が進んでいる集落を基礎とした「農業

法人」や JA 出資農業生産法人といった新た

な農業法人の性格を、これまでの農業法人経

営との対比を強く意識しつつ、農村の現場の

論理に基づいて明らかにしようという点に

オリジナリティがあると考えている。また、

日本農業におけるこうした新たな法人経営

の性格を移行経済諸国における共同的な農

業経営との対比において明らかにしようと

する点でもユニークな試みであると自負し

ている。 

 

 

２．研究の目的 

 本研究の目的は、一方では従来型の農業法

人経営の今日的到達点を大規模なアンケート

調査・農林業センサス分析および現地実態調

査を通じて、実態と理論の両面において明ら

かにするとともに、他方では近年急速に設立

されている集落営農やこれをも包摂したJA

出資農業生産法人をそれらが有する共同経営

的な性格と地域（コミュニティ）維持の課題

の追求という視点から農業法人経営展開の新

たな可能性の一つとして位置づけ、両者を合

わせて農業法人経営研究における実態把握と

理論的整理における革新を図ることを課題と

している。 

その際、以上の課題を日本農業における特

殊な研究課題として捉えるのではなく、大き

な歴史的制約の下にあったとはいえ、高い農

業生産力とコミュニティ維持機能とを兼ね備

えていた旧社会主義諸国の「集団農場」が移

行経済の下でどのように再編されながら存立

しているのかという点についての比較研究と

いう視角を取り入れることによって、日本に

おける新たな農業法人経営の意義と問題点に

ついての冷静な検討が可能になるものと思わ

れる。 

 

 

 

 

３．研究の方法 

大規模な全国アンケート調査・農林業セン

サス分析および現地実態調査を通じて、実態

と理論の両面において農業法人経営の到達点

を解明することにした。 

 

(1)全国農業協同組合中央会の協力を得て、JA

出資農業生産法人への全国アンケート調査を

2008年8月に実施した。また、2008年1月から

は各地の個別経営を訪問調査した。 

 2008年11月以降はそれらのデータを集計

し、内容整理にあて、09年7月に報告書として

まとめた。 

 

(2)（社）農協協会の協力を得て、全国の大規

模農家・農業法人経営に対するアンケート調

査を2009年6月以降に実施した。その際、2008

年のJA出資農業生産法人調査との共通のア

ンケート項目を設定することにより、JA出資

法人・一般農業法人の二つの角度から、大規

模法人経営が今日直面する課題の析出に努め

ることにした。この調査の報告書は2010年3

月に公刊されている。 

 

(3)また、韓国における農協直営型経営の設立

後の動きについても従来の調査の補足調査と

して実施したほか、2005年農林業センサス分

析及び、2009年6月に成立した改正農地法の

意義についての検討を加えることによって、

日本農業における法人農業経営の今日的到達

点を多面的に明らかにするように努めた。 

 

 

４．研究成果 

2008年と 2009年の二回の全国アンケート

調査により JA 出資農業生産法人と一般農業

法人の今日的到達点が明らかになり、日本農

業における法人経営の確固たる地位が確認

された。 

また、現地実態調査を通じて、土地利用型

農業における最先端の経営がいかなる経営

的内実を伴いながら周年就業と周年農業を

同時に実現しているかを明らかにし、こうし

た課題に多くの法人経営が直面していると

ころに、法人経営の今日的課題が存在してい

ることを事例と統計の両面において示すこ

とができた。 

 

(1)2008 年の調査により、JA 出資農業生産法

人が全国では 277 法人存在していること、ま

た、全国の 867 の JA のうちの 21.9％が関与

していることが明らかになった。すなわち、

JA出資法人は一部のJAにとっての課題では

なくなってきたことが確認された。統計分析



 

 

と実態調査を通じて JA 出資法人の性格に関

して以下の知見が得られた。  

 ①JA 出資法人はこれまでの地域農業にお

ける「最後の担い手」という地位を脱し、地

域農業の「最後の守り手」という地位を獲得

しつつある。そこでは、地域農業において大

規模経営が一挙に消滅するような世代交代

等が発生しつつある現段階の農地流動化局

面に対応して、大面積の農地を引き受けうる

だけの大規模経営として JA 出資法人が存在

していることが明らかになっている。 

 さらに、JA 出資法人は耕作放棄地の発生

阻止という役割だけでなく、すでに耕作放棄

された農地を復旧したり、自らの経営を通じ

て担い手研修事業等を実施し、JA 出資法人

の外側に新たな地域農業の担い手を育成す

るといった公共的な役割も担い始めている

ことが明らかになった。 

②また、JA 出資法人はこれまで「収支均

衡原則」の下に設立され、運営されてきたこ

とから、3 割程度の経営が赤字に陥っている。 

しかし、詳細に経営収支を検討した結果、

JA 出資法人は設立後 3～5 年を経て、経営面

積規模が 30ha 程度に到達すると一定の経営

的安定性が確保されることが判明した。そこ

で、全国農業協同組合中央会が提起する経営

収支原則に対して、設立初期＝設立後 3～5

年まで、発展期＝設立後 5 年以降、に分けて

収支原則を確立することを提案した。 

A.収支均衡原則＝設立初期（設立後 3～5

年まで）：駆け込み寺機能＝多様な担い手の

一つ＋担い手育成・支援機能 

B.適切な当期利益率＝発展期（設立後 5 年

以降）：最後の担い手＋地域農業維持の公共

的機能＋地域農業経営のモデル 

というのがそれである。 

③JAにとってのJA出資農業生産法人の意

義が多面的であることが明らかになった。JA

出資法人が活動することによって、大局的に

は JA の事業への結集が強まったりするだけ

でなく、JA の OB が JA 出資法人で役職員と

して活躍するなど、人材活用の面での効果が

大きいこと、地域農業維持にあたってのモデ

ル経営の位置を占めていることなどがそれ

である。 

 ④JA 出資法人は全体としては総合農企業

化を強めており、そこで職員の周年就業化が

課題として提起される中で、多様な就業場面

を構築している。その際、注目されるのは多

角化という形での周年就業化だけではなく、

一部の先進経営に限定されてのことではあ

るが、周年農業の実現を通じて周年就業が実

現される事例が生まれつつあることである。 

 土地利用型農業の長年の宿痾であった農

閑期の解消に向けた重要な一歩が踏み出さ

れたものとして注目に値する実態が検出さ

れたといってよい。 

 

(2)2009 年の調査により法人経営の最新の経

営状況が明らかになった。 

①法人経営調査においても JA 出資法人調

査とほぼ同様に 3割程度の経営が赤字に陥っ

ていることが示された。ただし、赤字割合は

集落営農を中心とする農事組合法人が

21.2％と最も低い水準に止まっていることが

興味深い事実として指摘される。 

②役職員の報酬・賃金水準をみると JA の

それ以上の法人は 1/3 程度に止まり、多くの

経営が決して高い水準には到達していない

現実が明らかになった。ただし、職員の賃金

は経営の黒字・赤字といった採算性とは独立

に決定される傾向が強いのに対し、役員報酬

は経営収支に応じながら弾力的に決定され

るという差違が存在している。 

③JA 出資法人の場合と同様に、一般法人

経営においても 1/4 の経営が「冬期の仕事が

不足するため所得確保が困難」と捉えており、

これを克服する道筋として、農業部門の拡大

→農業労働工程の充実→農産加工→非農業

部門のサービス事業導入、の順に取り組まれ

ていることが明らかになった。 

④JA 出資法人劣らず、一般法人において

も耕作放棄地復旧への関与は 32.4％とかな

り高くなっており、大規模経営・法人経営に

とっては耕作放棄地への対応が重要な経営

問題に浮上している実態が明らかになった。 

 ⑤また、JA 出資法人の研究でも指摘され

たように、一般法人においても大規模経営の

一挙的消滅といった事態が近隣で起きてい

ることが明らかになっており、従来のように

分散的な零細地片の流動化という状況だけ

でなく、面的に集積された大規模農地の流動

化という新しい実態が誕生しつつあること

が浮き彫りにされた。今後の農地流動化を考

える上で決して見過ごすことのできない事

態として注目されるところである。 

 

(3)3法人経営に対する個別実態調査と長期の

経営データに基づいて、水田大規模農業経営

において、〔米＋麦・大豆二毛作〕型大規模

水田農業の成立によって周年就業が達成さ

れていることが明らかにされ、日本の水田農

業経営の新たな可能性が示された。 
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